
建替等支援制度要綱に基づく事業入居（長橋通住宅）に係る管理要綱 

 

制   定 平成 13年７月 2１日 

最近改正  令和２年 ４月 １日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、民間老朽住宅の良質な住宅への建替えの促進と良好なま

ちなみの形成を図るため、別表１に掲げる地区（以下「事業地区」という。）

において、土地所有者等が再開発住宅を活用した民間老朽住宅建替等支援制

度要綱（平成 21 年都市整備局長決裁。以下「建替等支援制度要綱」という。）

の適用を受けて実施する老朽建築物の建替え、除却又は耐震改修（以下「建

替等」という。）により当該老朽建築物から退去することに同意し、住宅確保

を必要とする者に対し、別表２に掲げる再開発住宅（以下「長橋通住宅」と

いう。）を提供する場合について、大阪市営住宅条例（平成９年大阪市条例第

39 号。以下「条例」という。）及び同施行規則（平成９年大阪市規則第 61 号。

以下「規則」という。）の規定によるもののほか、必要な事項を定める。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、用語の意義は建替等支援制度要綱に定める意義と

同一とするほか、次の各号に定めるところによる。 

（１）市営住宅 条例第２条第１項に定める市営住宅をいう。 

（２）仮移転 第９条第２項の規定により長橋通住宅へ入居することをいう。 

（３）本移転 条例第８条第１項の規定により長橋通住宅へ入居することを

いう。 

 

（仮移転できる者の資格） 

第３条 この要綱に基づき長橋通住宅に仮移転できる者は、次の各号の条件を

具備するものでなければならない。 

（１）土地所有者等が建替等支援制度要綱の適用を受けて実施する同要綱第

３条第１号のいずれかに該当する老朽建築物の建替等により、当該老朽

建築物から退去することに同意している者であること 

（２）建替等支援制度要綱第５条第２項の規定に基づく制度利用決定通知書

において氏名の記載のある者であること 

２ 前項に規定する仮移転できる者と同居しようとする者は、現に当該仮移転

できる者と同居している者に限る。 

３ 前２項に定める仮移転できる者及びその者と同居しようとする者は、暴力



団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない者でなければ

ならない。 

 

（本移転できる者の資格） 

第４条 この要綱に基づき長橋通住宅に本移転できる者は、次の各号の条件を

具備するものでなければならない。 

 （１）土地所有者等が建替等支援制度要綱の適用を受けて実施する同要綱第

３条第２号のいずれかに該当する老朽建築物の建替え又は除却により、

当該老朽建築物から退去することに同意している者であること 

（２）土地所有者等が建替等支援制度要綱第５条第１項に基づき行う制度利

用申請時において、同要綱施行日前より前号の老朽建築物に継続して２

年間以上居住している者であること 

（３）前号の申請時において、第１号の老朽建築物の存する敷地の土地所有

者、その者と現に同居している者又は当該土地所有者の親族でないこと 

（４）前条第１項第２号に該当する者であること 

２ 前項に規定する本移転できる者と同居しようとする者は、現に当該本移転

できる者と同居し、かつ、土地所有者等が建替等支援制度要綱第５条第１項

に基づき行う制度利用申請時において、同要綱施行日前より前項第１号の老

朽建築物に継続して２年間以上居住している者に限る。 

３ 前２項に定める本移転できる者及びその者と同居しようとする者は、暴力

団員でない者でなければならない。 

 

（入居住宅のタイプ） 

第５条 この要綱に基づき仮移転又は本移転できる者が入居できる住宅は、次

の各号に掲げる世帯人員に応じ、当該各号に定めるタイプの住宅とする。た

だし、２人世帯については、現に居住している住宅の住戸専用面積が入居で

きる住宅の住戸専用面積を上回っている場合、又は入居できる住宅タイプに

空室がないときは、３ＤＫに入居できるものとする。 

（１）単身世帯及び２人世帯 １ＤＫ 

（２）３人以上の世帯    ３ＤＫ 

 

（世帯分離） 

第６条 仮移転又は本移転しようとする世帯が、次の第１号の条件を具備し、

かつ、第２号から第４号までのいずれかに該当する場合は、世帯を２つに分

離し、各々が別の住宅に入居できるものとする。ただし、第２号に該当する



場合、分離した世帯はともに１ＤＫに入居するものとし、第３号又は第４号

に該当する場合、分離した世帯は１ＤＫ及び３ＤＫに入居するものとする。 

 （１）分離した世帯が、それぞれ家賃の支払い能力があること 

 （２）３人世帯又は４人世帯であり、その全員が成人であること 

 （３）５人世帯であり、その全員が成人であること 

 （４）６人以上の世帯であり、そのうち成人が４人以上であること 

 

（仮移転入居の申込み） 

第７条 この要綱に基づき長橋通住宅に仮移転しようとする者は、入居の申込

みをしなければならない。 

２ 前項の入居の申込みをする者（以下「仮移転入居申込者」という。）は、別

に定める入居申込書を提出しなければならない。この場合において、市長は、

仮移転入居申込者及び現に同居している者に関し、次に掲げる書類の提出を

求めることができる。 

 （１）居住を証する書類 

（２）暴力団員でない旨の誓約書 

（３）入居期間満了までに当該住宅を明け渡す旨の誓約書 

（４）前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める書類 

 

（入居者の選考等） 

第８条 この要綱に基づき長橋通住宅に入居しようとする者の選考及び入居順

位の決定は、市長が建替等事業ごとに定める期日までに、前条第１項若しく

は条例第 13 条第１項の入居の申込みを行った者について、公開抽選により行

うものとする。 

 

（仮移転入居手続） 

第９条 市長は、前条の規定により仮移転する者を決定したときは、速やかに

その旨を前条の規定により仮移転する者として決定した者（以下「仮移転決

定者」という。）に通知するものとする。 

２ 前項の通知を受けた者は、市長が定める期日までに、第 19 条の規定による

敷金を納付し、市長の仮移転入居の承認を受けなければならない。 

  

（入居の決定又は承認の取消し） 

第 10 条 市長は、仮移転決定者又は条例第 13 条第２項もしくは第３項の規定

により入居者として決定した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入

居の決定又は承認を取り消すことができる。 



（１）偽りその他不正の手段により入居の決定又は承認を得たとき 

（２）前条第２項又は条例第 15 条第２項に定める入居手続をしないとき 

（３）正当な事由なく指定された期日までに入居しないとき 

（４）第 28 条第３項の規定による承認を受けて、条例第 15 条第２項の規定

による本移転入居の承認を受けたとき 

 

（仮移転者の入居期間） 

第 11条 第９条第２項に定める仮移転入居の承認を受けた者（以下「仮移転者」

という。）による当該住宅の入居期間は、同項に定める入居の承認を受けた日

から建替等支援制度要綱第５条第３項及び同要綱第８条第３項の規定により

市長が認めた日までとする。 

 

（仮移転者の入居期間の延長） 

第 12 条 仮移転者は、建替等事業の遅延等の事由により、前条に定める入居期

間満了後も引き続き長橋通住宅の入居を希望するときは、入居期間満了の１

月前までにその旨を市長に申し出なければならない。 

２ 市長は、前項の申し出を受けた場合において、当該仮移転者の住宅に困窮

する事情等を勘案して特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわ

らず、必要な期間に限り、当該入居期間を延長することができる。 

 

（仮移転者に対する同居の承認等） 

第 13 条 仮移転者が、仮移転入居の際に同居した者以外の者を同居させようと

するとき及び死亡又は転出により同居者に異動が生じたときは、条例第 17 条

及び規則第 10 条の規定を準用する。この場合において、「入居者」とあるの

は「仮移転者」と、「入居の」とあるのは「仮移転入居の」と読み替えるもの

とする。 

２ 同居の承認を受けようとする仮移転者は、市長の承認を受けようとする前

に、建替等事業を実施する土地所有者等にその旨の同意を得なければならな

い。 

３ 市長は、第１項の同居の承認等を行うにあたっては、同項に定めるものの

ほか、大阪市営住宅同居承認等実施要綱（平成９年都市整備局長決裁）の規

定を適用するものとする。 

４ 第１項及び第３項の規定により同居の承認を受けた者に係る当該住宅の入

居期間は、仮移転者が第 11 条及び第 12 条の規定により承認された期間とす

る。 

５ 第１項の同居者の異動を届け出ようとする者は、市長に届け出ようとする



前に、建替等事業を実施する土地所有者等にその旨を報告しなければならな

い。 

 

（仮移転者の地位の承継） 

第 14 条 仮移転者の地位の承継については、条例第 18 条及び規則第 11 条の規

定を準用する。この場合において、「入居者」とあるのは「仮移転者」と、「入

居時」とあるのは「仮移転入居時」と読み替えるものとする。 

２ 前項の地位の承継を受けようとする者は、市長の承認を受けようとする前

に、建替等事業を実施する土地所有者等にその旨の同意を得なければならな

い。 

３ 市長は、第１項の仮移転者の地位の承継の承認を行うにあたっては、同項

に定めるもののほか、大阪市営住宅名義変更承認実施要綱（平成９年都市整

備局長決裁）の規定を適用するものとする。ただし、承継の原因は、同要綱

第３条第１号又は第２号に該当する場合に限る。 

４ 第１項及び第３項の規定により地位の承継の承認を受けた者に係る当該住

宅の入居期間は、仮移転者が第 11 条及び第 12 条の規定により承認された期

間とする。 

 

（仮移転者の氏名の変更等） 

第 15 条 仮移転者の氏名の変更等については、条例第 18 条の２の規定を準用

する。この場合において、「入居者」とあるのは「仮移転者」と読み替えるも

のとする。 

 

（仮移転住戸として活用する場合の家賃） 

第 16 条 仮移転住戸として活用する場合の家賃（以下「仮移転家賃」という。）

は、条例第 21 条に定める額とする。 

（仮移転家賃の納付） 

第 17 条 仮移転者は、入居の承認を受けた日から当該住宅の入居の承認が終了

する日（当該仮移転者が第 26 条第１項の規定による届出を行わずに当該住宅

を退去した場合にあっては、市長が認定する日。以下同じ。）までの間に係る

仮移転家賃を納付しなければならない。 

２ 当該住宅の入居の承認を受けた日又は入居の承認が終了した日が月の中途

である場合には、その月の仮移転家賃は日割計算による。 

 

（仮移転家賃の納付の期限及び方法） 

第 18 条 仮移転家賃の納付の期限及び方法については、規則第 14 条の規定を



準用する。この場合において、「家賃」とあるのは「仮移転家賃」と読み替え

るものとする。 

 

（敷金） 

第 19 条 仮移転者に係る敷金については、条例第 25 条及び規則第 16 条の規定

を準用する。この場合において、「家賃」とあるのは「仮移転家賃」と読み替

えるものとする。 

 

（仮移転家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予） 

第 20 条 仮移転家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予については、長橋通住宅家

賃減額要綱（平成 22 年市長決裁）に定めるものとする。 

 

（修繕の区分及び仮移転者の費用負担） 

第 21 条 修繕の区分及び仮移転者の費用負担については、条例第 29 条及び条

例第 30 条の規定を準用する。この場合において、「入居者」とあるのは「仮

移転者」と読み替えるものとする。 

 

（仮移転者の保管義務等） 

第 22 条 仮移転者の保管義務等については、条例第 31 条及び条例第 32 条の規

定を準用する。この場合において、「入居者」とあるのは「仮移転者」と読み

替えるものとする。 

 

（仮移転者に対する住宅の明渡請求） 

第 23 条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、仮移転者に

対して、当該住宅の明渡しを請求することができる。 

（１）仮移転者が不正の行為によって入居の承認を受けたことが判明したと 

き 

（２）仮移転者が仮移転家賃を３月以上滞納したとき 

（３）仮移転者が市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき 

（４）仮移転者が正当な事由によらないで 15 日以上当該住宅を使用しないと 

   き 

（５）仮移転者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき 

（６）仮移転者が第 13 条、第 14 条又は前条の規定に違反したとき 

（７）仮移転者の入居期間が満了するとき 

 （８）管理上必要があると認めるとき 

２ 仮移転者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該住宅を明け渡さな



ければならない。 

３ 条例第 46 条第４項及び規則第 27 条の規定は、第１項に定める住宅の明渡

請求について準用する。この場合において、「第１項第２号から第７号までの

規定」とあるのは「第１項各号のいずれか」と読み替えるものとする。 

 

（立入検査） 

第 24 条 立入検査については、条例第 55 条の規定を準用する。この場合にお

いて、「入居者」とあるのは「仮移転者」と読み替えるものとする。 

 

（仮移転入居決定時等に関する意見聴取） 

第 25 条 仮移転入居決定時等に関する意見聴取については、条例 55 条の２第

１項の規定を準用する。この場合において、「入居者」とあるのは「仮移転者」

と、「第５条第１項第９号（第７条第２項及び第８条第３項において準用する

場合を含む。）、第６条第２項（第５条第１項第９号に係る部分に限る。）、第

10 条第１項第１号（第５条第１項第９号に係る部分に限る。）（第７条第４項

及び第８条第５項において準用する場合を含む。）、第 17 条第２項、第 18 条

第２項及び第 46 条第１項第５号」とあるのは「第３条第３項、第４条第３項、

第 13 条において準用する条例第 17 条第２項、第 14 条において準用する条例

第 18 条第２項、第 23 条第１項第５号及び第 28 条第４項」と読み替えるもの

とする。 

 

（長橋通住宅の返還） 

第 26 条 仮移転者は、長橋通住宅を返還しようとするときは、第 21 条におい

て準用する条例第30条の規定により仮移転者の負担とされた費用を精算する

とともに、返還しようとする日の 15 日前までに市長に届け出て、市営住宅監

理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。 

２ 仮移転者は、第 22 条において準用する条例第 32 条第１項第３号括弧書き

の承認を得て、当該住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の

時までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。 

 

（借地借家法の適用除外） 

第 27 条 第９条第２項に定める仮移転入居の承認は、地方自治法第 238 条の４

第７項に基づき行うため、当該契約関係について借地借家法（平成３年法律

第 90 号）の適用は受けない。 

 

（仮移転者による本移転入居の申込み） 
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第 28 条 仮移転者のうち、第７条第１項の入居の申込み時において第４条第１

項各号の全てに該当していた者は、第 11 条及び第 12 条の規定により承認さ

れた期間内に限り、市長の承認を受けて、当該住宅への本移転入居の申込み

をすることができる。 

２ 前項の申込みをしようとする者は、入居期間満了の１月前までに、その者

が建替等事業者による建替後の住宅に再入居しないことについて、当該事業

者が同意していることを証する書類を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の書類の提出があった場合において、建替等支援制度要綱第

22 条第１項の規定により決定した住宅戸数等を勘案し、特に必要があると認

めるときは、第１項の承認をするものとする。 

４ 市長は、第１項の申込みをしようとする者及びその同居者が暴力団員であ

るときは、同項の承認をしてはならない。 

５ 市長は、第３項の承認を受けた者が条例第 15 条第２項の規定により本移転

入居することを承認した日をもって、第 10 条第４号の規定により仮移転入居

の承認を取り消すものとする。 

 

（条例・規則等の遵守） 

第 29 条 入居者は、長橋通住宅を使用するにあたり、住民生活を安全快適なも

のにするため、この要綱で規定する以外に条例、規則及び自治会等の規約等

を遵守しなければならない。 

 

（実施の細目） 

第 30 条 この要綱の実施について、必要な細目は、別に定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成 13 年７月 21 日から実施する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 22 年７月 １日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 24 年 12 月 1 日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成 27 年４月 1 日から施行する。 

 



   附 則 

この要綱は、令和２年４月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

別表１（第１条関係） 

区名 町丁名 
福島区 海老江２丁目～８丁目、大開１丁目～２丁目 
城東区 今福西１丁目～２丁目、今福南１丁目～２丁目、蒲生３丁目～４丁目、 

新喜多２丁目（JR城東貨物線以東）、鴫野東３丁目、天王田、 
中浜１丁目～３丁目 

東成区 大今里西１丁目～３丁目、玉津１丁目～３丁目、 
中道２丁目、中道４丁目、中本１丁目～ ５丁目、 
東小橋３丁目（岩崎橋今里線（千日前通）以南） 

生野区 生野西 1丁目～4丁目、生野東 1丁目～4丁目、勝山北 1丁目～5丁
目、 
勝山南１丁目～４丁目、舎利寺 1丁目～3丁目、 
鶴橋 1丁目～5丁目、中川西 1丁目～3丁目、林寺 1丁目、 
林寺2丁目(生野線以北)、林寺3丁目、林寺5丁目、桃谷1丁目～5丁目  

東住吉
区 

北田辺１丁目、北田辺３丁目、 

阿倍野
区 

旭町１丁目（尼崎平野線以南、金塚南北線以西）、 
阿倍野筋４丁目～５丁目、阿倍野元町（木津川平野線（松虫通）以北）、 
王子町１丁目～４丁目、共立通１丁目～２丁目、三明町１丁目～２丁
目、 
昭和町１丁目、 
天王寺町北１丁目（天王寺吾彦線以東）、天王寺町北２丁目～３丁目、 
天王寺町南１丁目～３丁目、播磨町１丁目（柴谷平野線（南港通）以
北）、 
阪南町１丁目～４丁目、阪南町５ 丁目（柴谷平野線（南港通）以北）、 
美章園１丁目～３丁目、 
文の里１丁目～３丁目、文の里４丁目（木津川平野線（松虫通） 以
北）、 
松虫通１丁目（木津川平野線（松虫通） 以北）、松虫通２丁目、 
松虫通３丁目（木津川平野線（松虫通）以北）、丸山通１丁目～２丁
目、 
桃ヶ池町１丁目（木津川平野線（松虫通）以北） 

西成区 旭 1丁目～3丁目、岸里 1丁目、 
北津守２丁目１～５番、北津守３丁目１～８番、 

北津守４丁目（尼崎堺線（新なにわ筋）以東、又は７～14 番）、 
山王 1丁目(尼崎平野線以南)、山王 2丁目～3丁目、 
潮路 1丁目～ 2丁目、聖天下 1丁目～2丁目、千本北 1丁目～2丁目、 



太子 1丁目(尼崎平野線以南、堺筋線以東)、 
太子 2丁目(堺筋線以東)、橘 1丁目～ 3丁目、 
津守 1～3丁目(尼崎堺線(新なにわ筋)以東)、 
鶴見橋 1丁目～3丁目、出城 3丁目、天下茶屋 1丁目～3丁目、 
天下茶屋北 1丁目(堺筋線以東)、天下茶屋東 1丁目～2丁目、 
長橋 1丁目～3丁目、中開 3丁目、梅南 1丁目～3丁目、 
花園南 1丁目～2丁目、松 1丁目～3丁目、 
南津守1丁目、南開2丁目 

天王寺
区 

勝山４丁目（勝山通線（勝山通）以北）、上之宮町、 
上本町７～９丁目（東野田河堀口線（上町筋）以東）、 
烏ヶ辻１丁目～２丁目、北山町、小宮町、 
細工谷１丁目（生玉片江線以南）、細工谷２丁目、 
下味原町、真法院町、堂ヶ芝１丁目、堂ヶ芝２丁目（生玉片江線以南）、 
東上町、松ヶ鼻町 

 

 

 

 



別表２（第１条関係） 

 所  在  地 住 宅 名 戸  数 

１ 西成区長橋３丁目６番７号 長橋通住宅１号館 33 戸 

 


